
議案第６号 

 

   武蔵野市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則     

 

 武蔵野市教育委員会公告式規則（昭和 31年５月武蔵野市教育委員会規則第

４号）の一部を次のように改正する。  

 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた部分については、対応する説明の

欄に掲げる改正を行い、改正後の欄の下線が引かれた部分とする。  

 

改正前  改正後  説明  

第２条  （略）  

２  前項の公布は、別表の掲示

所に掲示して行なう。  

第２条  （略）  

２  前項の規定による公布は、

インターネットを利用して行

う。ただし、急施を要すると

きその他特別の事情があると

きは、これに代えて、別表の

掲示所に掲示して行うことが

できる。  

 

項の改正  

   付  則  

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 


